
                  伊 丹 市 告 示 第 ５ ３ 号  

 

指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定 に つ い て  

 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律

（ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 。 以 下 「 障 害 者 総 合 支 援 法 」 と い

う 。 ） 第 ５ １ 条 の ２ ０ の 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 と し て ， 次 の と お

り 指 定 し た の で ， 障 害 者 総 合 支 援 法 第 ５ １ 条 の ３ ０ 第 ２ 項 第 １ 号 の

規 定 に 基 づ き 告 示 す る 。  

 

  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

 

伊 丹 市 長  中  田  慎  也  

 

１  事 業 者 の 名 称  

   株 式 会 社 大 和  

２  事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地  

   こ こ ろ  

   兵 庫 県 伊 丹 市 千 僧 ２ 丁 目 １ ６ ７ 番 地  吉 井 ビ ル ３ ０ ４ 号  

３  指 定 年 月 日  

   令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

４  事 業 の 種 類  

特 定 相 談 支 援 事 業  

５  主 た る 対 象 者  

身 体 障 害 者 、 知 的 障 害 者 、 精 神 障 害 者 、 難 病 等 対 象 者  


